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後期高齢者医療保険からのお知らせ

令和６・７年度保険料率等が変わります
　後期高齢者医療制度の保険料は、法律に基づき、２年に一度見直しを行います。

　新潟県後期高齢者医療広域連合では、今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、

現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、令和６年度に保険料率の引き上げを行います。

後期高齢者医療制度の持続性を高め、被保険者の皆さまに安心して医療を受けていただくため、ご理解

をお願いします。

■保険料の決まり方（年額）

　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」

の合計です。前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課します。

　令和６年度の保険料額と納付方法については、７月中旬に被保険者の皆さまにお知らせします。

※１　 令和６年度に限度額が 66 万円から引き上げられます。昭和 24 年３月 31 日以前に生まれた方等は 73 万円、

昭和 24 月４月１日以降に生まれた方等は 80 万円となります。

※２　所得状況によって、均等割額の軽減が受けられる場合があります。

※３　所得が一定額以下の場合は、令和６年度のみ 7.98% となります。

使ってみよう！マイナ保険証
令和 6 年 12 月 2 日から現行の保険証は発行されなくなります

 登録の方法 

◦「マイナポータル」から行う

◦セブン銀行 ATM から行う

◦医療機関・薬局の受付で行う

 マイナ保険証を使うメリット 

◦ 切替中で新しい保険証が手元にない場合でもマイナ保険証で受診が可能

◦ 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除

　マイナンバーカードを保険証として利用登録がまだの方はぜひ

ご検討ください。

マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格

確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

このステッカーが目印です！

こちらの内容に関する

お問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合　業務課　☎ 025 ー 285 ー 3222

湯沢町役場 町民課　☎ 025 ー 784 ー 3453


